
力 社会復帰施設の機能評価と報酬体系の見直し  

○利用者とサービス提供者の対等な契約関係を確保する観点から、社会復帰  ○ 障害者自立支援法に基づく人員、運営等の基準により、平成18年10月か   
施設等に係る一定の情報を、施設内に掲示し、利用者に説明し、又は対外的に  ら、指定障害福祉サービスの事業者に対し、運営規程の概要その他の重要情   
公開を義務づける仕組みを設ける。   報等の掲示及びサービスの提供方法等の利用者への説明を義務付け。   

○当事者によるNPOを含め、設置主体に関わらず、できるだけ参入は自由と  ○ 障害者自立支援法において、NPO法人による事業所の開設を認めるなど、  

する一方で、実績評価の体制を強化しサービスの質と量の向上を図る。  設置主体の緩和を実施するとともに、「就労移行支援体制加算」等、前年度の良  
好な実績を事業者の報酬に反映する仕組みを導入。   

○ 障害者自立支援法において、「就労移行支援体制加算」等、前年度の良好  ○機能の再編後において、各施設が期待される機能を前提として、入所期  
間、退所者の再入院の状況や就労の実績など、その機能が十分に果たされて  
いるかを評価する指標を明確にする。また、福祉分野でも、第三者による評価  
の仕組みを計画的に整備する。   

を促進。   

○ 障害者自立支援法により、施設単位による支払方式を改め、個人単位によ  
○サービスの質と効率性の向上、制度の公平の観点から、報酬体系につい  
て、施設ごとの努力・実績が反映されない現行の施設単位の支払方式から、努  
カー実績を反映する個人単位の支払方式に見直す。また、これに伴い、報酬請  介護給付費等の支払いに関する事務を国民健康保険団体連合会に委託し、請  

求実務の簡素化・効率化を進める。  求・支払事務の効率化を図るとともに、全国共通のシステムを導入し、平準化を  
推進。   
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キ 社会復帰意欲を促す相談支援体制の整備   

○一次的な役割を担う市町村がその業務を受託できる相談支援事業者を居  
宅支援事業等の一類型として制度的に位置づける。また、これらの事業者等の  
中立性・公平性を確保する仕組みを設ける。   会で評価を実施。   

○ 障害保健福祉圏域においては、市町村単位の相談支援体制のスーパーバ  ○障害者自立支援法により、市町村において地域自立支援協議会を中心とし   
イズ的な役割を担いつつ、専門性が高い危機介入的な事例や広域的調整が必  た相談支援体制を構築するとともに、専門性が高い危機介入的な事例や広域   
要な住居支援的な事例等について中心的な役割を担うものとして、既存の地域  的調整が必要な事項については、都道府県が支援するなど相談支援体制の機   
生活支援センター等の機能強化を段階的に図る。   能強化を推進。   

○都道府県においては、精神保健福祉センター等の機能強化や、判定に係る 標準化の取り組みを進める。  ○障害者自立支援法において、精神保健福祉センターが市町村に対して技術 的な協力その他必要な援助を行うことや支給要否決定を行うに当たり意見を述 ベることを明確化 
。   

○別紙20のように、個々の障害者の処遇については、市町村やその委託を 受けた相談支援事業者等が、ケアマネジメントを活用し総合的な「自立生活支 援計画」を策定し、これに基づくサービスの給付決定等がなされる仕組みとす る 
。   

○障害種別、疾病の違い、年齢の違い等に関係なくケアマネジメントができる  

人材を育成するため、養成課程や研修の在り方について検討し、都道府県を中 心とした人材育成体制を確立する。  ○都道府県において研修を計画的に実施するなど、指定障害福祉サービス等 に係る人材の確保又は資質の向上に関する総合的な施策を引き続き推進。   
○市町村において、障害者等に対する虐待の防止及びその早期発見のため  

○他の障害と同様、地域で暮らす障害者の権利擁護を必要とするケースや、 その解決方策等の知識の普及を図るとともに 
、地域福祉権利擁護事業や成年 後見制度等の事業について利用の促進を図る 

。  

おいて、成年後見制度利用支援事業を実施。   

○ 長期入院患者等の円滑な地域生活への移行を図るため、病院との連携の  ○ 平成15年に退院促進支援事業を創設し、平成18年からは、精神障害者退   
下、病状が安定している者について、都道府県等が状況の確認を行い、相談支  院促進支援事業を地域生活支援事業の都道府県事業として実施。平成20年予   
援（ケアマネジメント）を通じて退院促進の取り組みを行う退院促進事業の充実  

強化を図る。   上。   

］
「
 
 
 

」
 
 
 



ク 市町村を中心とした地域生活支援体制への円滑な移行  

○ 別紙21のように、精神障害者に対する総合的かつ効率的なサービス提供  ○ 障害者自立支援法により、障害の種別ににかかわらず市町村が一元的に   

のため、基本的に市町村が「自立生活支援計画」の下、居宅生活支援事業や社  サービスを提供する仕組みとし、精神障害者に対するサービスの支給決定につ   
会復帰施設の利用について給付決定等する仕組みとする。   いても、市町村が実施。   

○ 相談支援（自立生活支援計画の作成を含む）や報酬に係る審査支払の外  ○ 障害者自立支援法においては、認定調査や相談支援事業について外部委   
部委託、保健師等の専門職や関係職員の研修実施など、現在の市町村の人  託を可能とするとともに、相談支援従事者研修等により、市町村への支援を推   
的・物的な状況を踏まえつつ、市町村を支援する枠組みを整備する。   進。   

○障害者自立支援法においては、相談支援事業を市町村の必須事業としつ  
○都道府県は、市町村間の広域調整、専門性の高い事例等への参与、判定  
等の実施、必要な人材育成など、市町村を支援する機能を高めることを促す。   つ、 

○円滑な移行を進めるため、規模が小さい市町村等については、過重な負担  
とならないよう、関係事務の共同実施の枠組や都道府県が関与した形での一定  
の経過的な枠組みを講ずる。   
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再編後の住・生活■活動支援体系（精神保健福祉）  

保健所  
精神保健福  
祉センター  

■
「
 
 インフォーマルサービス  

ボランティア  

当事者活動等  

マネジメント体制  

医療機関   

「 

‾－ ‾‾‾…‾…、  

住
ま
い
の
機
能
 
 

生活施設（夜勤あり）   住  宅  

十   

緊急時の相談体制   
（対家主）  

グループ  
ホーム   

（世話人日中のみ）  

グループホーム  

（24時間支援あり）  
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（別紙17）  障害者の相談支援（ケアマネジメント）体制（案）   

○ 都道府県、障害保健福祉圏域、市町村の三層（生活圏域も含める場合には四層）構造の   

相談支援体制となるよう、各機関の育成等を行う。  
○ 相談支援事業については、施設整備等を伴わないものも念頭に、法律上、居宅生活支援   

事業の一類型と位置づける。（法律上、その中立性に配慮）  
○ 相談支援の内容等は次のようなイメージとする。   

・ 生活全般の総合的なもの   

・福祉サービス等の利用決定に係るもの（自立生活支援計画）  
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精神障害者の住居サポート体制の整備 （別紙18）  

．二＿云へ。呈上 

対し  時間体制 方問看護等を壬イ  

く＞  

・家主・精神障害者とも安心して入居できる環境→坤域生活の場（住まい）の確保  
・重度精神障害者の地域生活の支援→入院から在宅への流れの促進  

※精神障害者相談支援事業のオプション事業（①のみ又は①＋②）と位置づけ、体制を整えた事業者  
に加算を適用する。  
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（別紙19）  新たな障害者の就労支援策の流れ   

働く意欲と能力を持った障害者  
／  

／  ／   

15  



自立生活支援計画に基づくサービスの利用  （別紙20）  

’1二1  
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（別紙21）  

精神障害者利用決定の流れ  

ネームヘルプ筈  

塵会倭婿塵選  

［垂垂重訂   
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